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要旨

【目的】本研究は、食に関する指導の全体計画①および②の作成状況と記載内容について、栄養教諭
の所属形態別（本務校・兼務校）に比較し、今後の効果的な食育推進のための課題を明らかにするこ
とを目的とした。

【方法】岐阜県内 K 教育事務所管内の小中学校52校を対象に、令和 5 （2023）年度の全体計画①およ
び②を回収した。回収した全体計画を本務校と兼務校に分類し、全体計画の有無、PDCA サイクルの
視点の記載状況、実態・目標・評価の記載内容について分析した。

【結果】全体計画の回収率は96.1％であった。本務校ではすべての学校において全体計画①および②が
作成され、PDCA サイクルの視点も明記されていた。一方、兼務校では全体計画①または②が未作成
の学校や、実態や評価の記載がない学校が認められた。実態・目標・評価の記載内容では、本務校・兼
務校ともに評価指標、とくに活動指標の具体化や成果指標の数値化が十分に行われていない学校が多
かった。

【結論】全体計画の作成状況や PDCA サイクルの視点の反映には、栄養教諭の所属形態による差がみ
られ、兼務校において課題が多いことが示唆された。今後、組織的かつ計画的に食育を推進するため
には、栄養教諭の配置促進を図るとともに、全体計画の策定段階で評価指標を明確化し、評価の意識
を高めることが重要である。
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Ⅰ．はじめに

　食に関する指導の全体計画（以下、全体計画）
は、自校における「食に関する指導の目標」を
達成するために、「いつ」「誰が」「どのように」
指導を行うかを示した計画であり1 ）、食育を組
織的、計画的に推進するための基盤となるもの
である。全体計画①は、学校教育目標や児童生
徒の実態を踏まえ、食に関する指導の目標、食
育推進組織、評価の観点などを示し、校内に
おける食育推進の方針を示すものである1 ）。一
方、全体計画②は、各教科や特別活動、学校給
食との関連を明確にしながら、どの時期に、ど

のような教育活動として指導を行うかを具体的
に示すものである1 ）。
　栄養教諭の職務の一つに「食に関する指導の
連携・調整」が位置付けられており2 ）、全体計
画の策定にあたっては、企画・立案の段階から
中心的な役割を担い、他の教職員と連携・調整
しながら指導を推進することが求められる。平
成27（2015）年に公表された総務省「食育の推
進に関する政策評価書」によれば、栄養教諭の
配置により全体計画を作成する学校が増加し、
98.3％の学校で全体計画が作成されていたこと
が報告されている3 ）。
　平成29（2017）年に告示された学習指導要領
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総則では、「学校における食育の推進並びに体
力の向上に関する指導、安全に関する指導及び
心身の健康の保持増進に関する指導について
は、体育科，家庭科及び特別活動の時間はもと
より、各教科、道徳科、外国語活動及び総合的な
学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応
じて適切に行うよう努めること」4 ）とされ、学
校教育活動全体を通じた食育の推進がこれまで
以上に強調されてされるようになった。さらに
教育課程に基づき、組織的かつ計画的に各学校
の教育活動の質の向上を図っていく、カリキュ
ラム・マネジメントの充実も求められるように
なった4 ）。
　この学習指導要領の改定を踏まえて、平成31

（2019）年 3 月に文部科学省から「食に関する指
導の手引―第二次改訂版―」（以下、「食に関す
る指導の手引」）が示された。改定のポイント
には全体計画に関連する内容が多く含まれてお
り5 ）、教科等横断的な視点に立って教育活動を
整理し、全教職員で組織的に食育を実施する体
制の構築や、PDCA サイクルに基づく食育推進
の重要性がこれまで以上に強調された6 ）。さら
に、食育関連の研修会や情報誌等7 , 8 ）でも、全
体計画を活用し、PDCA サイクルに基づいて食
育を推進することが強調されるようになった。
　栄養教諭の全体計画への関わり方について
の報告は、2013年ごろにはいくつかみられた
が9 , 10）、近年はあまり報告されていない。また、

「食に関する指導の手引」の改訂内容を踏まえた
報告も極めて少ないのが現状である。
　さらに、令和 6 年度学校基本調査によると、
栄養教諭が本務職員として配置されている小中
学校（義務教育学校を含む）は、国公私立あわせ
ても22.1％にとどまっており11）、栄養教諭が本
務職員として配置されていない学校が依然とし
て多い。喜屋武ら12）は、栄養教諭等の食に関す
る授業の実施回数や給食の時間の訪問頻度が、
栄養教諭が本務職員として所属する学校に比
べ、所属していない学校では少ないことを報告
している。全体計画の作成や活用においても、
栄養教諭が本務職員として所属する学校（以下、
本務校）と、所属していない学校（以下、兼務
校）とでは、その関わり方に違いが生じている

可能性が考えられる。しかし、栄養教諭の所属
形態別に全体計画の作成・活用状況の違いを比
較検討した報告はみられない。
　そこで本研究では、全体計画の作成・活用な
どの状況について、本務校と兼務校の状況の違
いを明らかにし、今後の食育推進のための効果
的な手立てを検討することを目的とした。

Ⅱ．方法

1 ．調査対象
　岐阜県内 K 教育事務所管内において、栄養教
諭が 1 名以上配置されている 2 市 5 町の小中学
校52校（本務校 7 校、兼務校45校）を対象に、
2023年 8 月から 9 月に、令和 5 （2023）年度の
全体計画①及び②を回収した。なお、K 教育事
務所管内の小中学校はすべて共同調理場方式に
て給食を提供している。

2 ．分析方法
　回収した全体計画を本務校と兼務校に分け
て、図 1 の分類項目に基づいて、全体計画の有
無や記載内容の傾向を分析した。
　全体計画の存在については、「全体計画①②
ともに存在している」、「全体計画①のみ存在し
ている」、「全体計画②のみ存在している」、「全
体計画①②ともに存在しない」の 4 つに分類し
た。全体計画①は校内の食育推進の方針を示す
ものとし、「学校教育目標や食に関する指導の
目標、指導体制、評価など、校内の食育推進に
必要な基本事項が記載されたもの」と定義した。
全体計画②は校内の食育を教科等横断的に把握
できるものとし、「各教科、特別活動、学校給
食との関連など、年間の指導内容が記載された
もの」と定義した。この定義に該当しない場合
は、「存在しない」と判断した。
　PDCA サイクルの視点の明記については、全
体計画①が存在する学校を対象に、PDCA サイ
クルの視点に関わる「実態」「食に関する指導の
目標（以下、目標）」「評価」の 3 項目の記載状
況を確認し、「実態、目標、評価の 3 項目すべ
て記載あり」、「実態、目標の 2 項目記載あり」、

「実態、評価の 2 項目記載あり」、「目標、評価の
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み 2 項目記載あり」、「実態のみ記載あり」、「目
標のみ記載あり」、「評価のみ記載あり」、「すべ
て記載なし」の 8 つに分類した。
　さらに、実態、目標、評価の 3 項目の記載内
容について解析した。
　実態の記載内容については、実態が記載され
ている学校を対象に、数値による具体的な記載
の有無を「あり」「なし」に分類した。
　目標の記載内容については、目標が記載され
ている学校を、「学校目標および学年目標の両
方が記載されている」、「学校目標のみ記載され
ている」、「学年目標のみ記載されている」、「学
校目標・学年目標ともに記載されていない」の 4
つに分類した。学校目標または学年目標が記載
されている学校については、それぞれの目標に
対し、資質・能力の三つの柱〔知識・技能、思考
力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性
等（以下、三つの柱）〕が明確に示されているか
に基づいて、「あり」「なし」に分類した。
　評価の記載内容については、評価が記載され
ている学校を、「活動指標・成果指標の両方が記
載されている」、「活動指標のみ記載されてい

る」、「成果指標のみ記載されている」、「活動指
標・成果指標ともに記載されていない」の 4 つに
分類した。さらに、活動指標が記載されている
学校については、その内容が具体的に示されて
いるか否かを「あり」「なし」に分類し、成果指
標が記載されている学校については、数値によ
る評価が示されているか否かを「あり」「なし」
に分類した。

3 ．倫理的配慮
　本研究は名古屋学芸大学研究倫理審査委員会
の承認の下、学長の許可を得て実施した（承認
番号666）。対象となる学校に対しては、書面に
より研究の目的および方法を説明し、承諾書へ
の署名ならびに全体計画の提出をもって、研究
参加への同意が得られたものとした。

Ⅲ．結果

　調査対象校52校のうち、全体計画の提出が
あった学校は、本務校 7 校、兼務校43校の計50
校であり、 回収率は96.1％であった。

図 1　全体計画の分析項目
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　全体計画の存在および PDCA サイクルの視
点の記載状況について、本務校と兼務校を比較
した（図 2 ）。
　本務校では、すべての学校において全体計画
①および②の両方が存在し、加えて PDCA サイ
クルの視点についても記載がされていた。
　一方、兼務校では、全体計画①②の両方が存
在している学校は34校（79％）であり、 9 校

（21％）では全体計画①あるいは②のいずれかが
存在していなかった。PDCAサイクルの視点に
ついては、全体計画①が存在していた40校のう
ち、「実態・目標・評価」の 3 項目がすべて記載
されていた学校は31校（72％）、「実態・目標」の
2 項目の記載があったのは 8 校（19％）、「目標・
評価」の 2 項目の記載があったのは 1 校（ 2 ％）
であった。
　全体計画①が存在する本務校 7 校および兼務
校40校について、「実態・目標・評価」の記載内容
について、比較検討した（図 3 ）。
　本務校では、実態の数値記載、学校目標およ
び学年目標の両方の記載、学校目標に対する資

質・能力の三つの柱の明確化、ならびに活動指
標および成果指標の記載について、すべての学
校で確認された。一方で、学年目標に対する
三つの柱が明確に記載されていた学校は 1 校

（14％）であり、活動指標が具体的に記載されて
いた学校は 2 校（29％）、成果指標が数値で記載
されていた学校は 4 校（57％）であった。
　兼務校では、実態が数値での記載されていた
学校は29校（67％）であった。目標の記載内容
については、学校目標および学年目標の両方が
記載されていた学校は37校（86％）であり、学
校目標に対する三つの柱が明確に記載されてい
た学校は30校（70％）、学年目標に対する三つの
柱が明確に記載されていた学校は 5 校（12％）
であった。評価の記載内容については、活動指
標および成果指標の両方が記載されていた学校
は32校（74％）であった。活動指標が具体的に
記載されていた学校は 0 校であり、成果指標が
数値で記載されていた学校は 2 校（ 5 ％）にと
どまった。兼務校では、記載内容の有無や具体
性において、学校間でばらつきが認められた。

図 2　所属形態別にみた全体計画の存在とPDCAサイクルの視点の明記



栄養教諭の所属形態別にみる食に関する指導の全体計画の現状

17

Ⅳ．考察

　本研究では、食に関する指導の全体計画①及
び②を回収し、栄養教諭の所属形態別に本務校
と兼務校に分けて内容を分析した。その結果、
全体計画の存在について、本務校ではすべての
学校で全体計画①および②が作成されていた一
方、兼務校では全体計画の①または②のいずれ
かが存在していない学校があることが明らかと
なった。また、PDCA サイクルの視点につい
ても、本務校ではすべての学校で実態・目標・評
価の 3 項目がすべて記載されていたのに対し
て、兼務校では実態や評価の記載がない学校が
みられた。これらの結果から、全体計画の策定
や PDCA サイクルの視点の反映状況には、栄養
教諭の所属形態による差があることが明らかに
なった。
　学校給食法第10条では、全体計画は学校長の
リーダーシップのもと、各学校の実態に応じて

目標を設定し、よりよい食育の時期や内容を検
討していくものであると示されており13）、全体
計画は原則として各学校が主体となり策定する
ものである。「食に関する指導の手引」には、複
数の学校や共同調理場を担当する栄養教諭は、
本務校と兼務校のいずれにおいても、全体計画
の作成に積極的に参画し、中心的な役割を果た
すことの必要性が示されている1 ）。しかしなが
ら、栄養教諭の配置人数は給食提供数を基準に
決められており14）、 1 人の栄養教諭が担当する
学校数に対する規定は設けられていない。その
ため、現在の配置状況では、栄養教諭は 1 人
あたり平均約4.5校の学校を担当する必要があ
る11）。受配校の多い共同調理場勤務の栄養教諭
では、さらに多くの兼務校を担当している場合
も少なくない。
　このような状況下において、栄養教諭がすべ
ての学校の全体計画策定に中心的に関与するこ
とは現実的に困難であり、実際には本務校の全

図 3　所属形態にみた実態、目標、評価の記載内容



18

体計画には関与できていても、兼務校の計画に
は十分に関与できていない可能性が考えられ
る。本研究で、兼務校において全体計画が未整
備であったり、PDCA サイクルの視点が十分に
反映されていなかったりした背景には、こうし
た人的配置上の制約が影響していると推測され
る。栄養教諭が全体計画の策定に関与できない
場合、他の教職員が国の動向や指針等を踏まえ
ながら計画を策定せざるを得ない。しかしなが
ら、岐阜県総合教育センターが示す2025年版教
職員研修計画によると、全276件の研修講座の
うち、食育に重点を置き、主に栄養教諭を対象
とした研修講座はキャリアステージ別研修を含
めて 5 講座設定されているのに対して、他の教
職員を対象とした食育関連の講座はわずか 1 講
座のみであった15）。このことから、栄養教諭以
外の教職員が食育や全体計画に関する専門的知
識を学ぶ機会は極めて限られている現状がうか
がえる。質の高い全体計画を策定するためには
やはり栄養教諭の関与が不可欠であると考えら
れた。
　すべての学校において一定水準以上の全体計
画を整備していくためには、各校の全体計画策
定に専門職である栄養教諭が十分に関与できる
体制の構築が必要である。そのためには現在の
栄養教諭の配置人数では不十分であり、栄養教
諭の配置促進が必要である。
　次に、実態・目標・評価の記載内容について、
本務校では、実態の数値記載、学校・学年両方
の目標の設定、学校目標に対する資質・能力の
三つの柱の明確化、活動・成果指標の記載につ
いては、すべての学校で確認されていた。その
一方で、学年目標に対する三つの柱の明確な記
載、活動指標の具体的記載、成果指標の数値化
については、いずれも記載率が低かった。兼務
校では、すべての項目において学校間のばらつ
きが大きく、特に活動指標が具体的に記載され
ている学校は 0 ％、成果指標が数値で記載され
ている学校は 5 ％にとどまっていた。本務校・
兼務校のいずれにおいても、評価指標が具体的
に記載されている学校が少なかったことから、
評価に対する意識が低いことが示唆された。赤
松ら16）の調査でも、栄養教諭本務校において学

校教育目標及び各学年の食育の目標が記載して
ある学校は100％、学校の食育の目標が記載し
てある学校は98.3％と高いのに対して、活動指
標が記載してある学校は36.2％、成果指標が記
載してある学校は58.6％と低くなっており、本
研究と類似する結果であった。
　Contento17）は、栄養教育のプログラムを設計
することは楽しいと肯定的に捉えられやすい一
方で、評価は感情的負担や不安を伴いやすく、
評価を避ける傾向があることを指摘している。
また、簡便に活用できる評価手法が少ないこと
から、評価の必要性を認識していても、技術的・
方法論的な課題により評価が実施されていない
可能性も示されている。本研究において評価指
標の記載が少なかった背景にも、こうした要因
が影響していると考えられる。
　西ら18）は、栄養教諭が主体的に評価を共有し
たり、指導資料の提供をしたりしながら、連携
の主導をすることが、良好な連携体制につなが
ることを報告している。このことから、適切な
評価の実施は教職員との連携を強化するために
有効であり、それが学校教育活動全体で食育を
推進することにつながると考えられる。そのた
めには、評価の前提となる評価指標の設定が不
可欠である。「食に関する指導の手引」におい
ても、評価指標は学校の食育推進の方向性を示
す「羅針盤」としての役割を果たし、設定する
ことで目指す子どもの姿をより具現化できると
記されている1 ）。今後、評価の意識を高め、実
効性のある食育を推進していくためには、まず
全体計画の策定段階で評価指標を明確化するこ
とが必要であると考える。
　本研究の限界として、今回の調査は現在ある
全体計画の存在および記載内容のみを調査した
ものであり、全体計画の作成過程や栄養教諭の
具体的な関与の程度については明らかにできて
いない点が挙げられる。また、特定の地域を対
象とした調査であるため、結果の一般化には今
後さらなる調査が必要である。

Ⅴ．結論

　本研究では、栄養教諭の配置状況別に、食に
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関する指導の全体計画の作成状況およびその内
容について調査した。その結果、本務校ではす
べての学校において全体計画①および②が作成
され、全体計画①には PDCA サイクルの視点
が反映されていたのに対して、兼務校では全
体計画①または②が作成されていない学校や、
PDCA サイクルの視点が十分反映されていな
い学校があることが明らかになった。これらの
結果から、栄養教諭の全体計画策定への関わり
方は、本務校と兼務校で差があることが示唆さ
れた。また、本務校・兼務校のいずれにおいて
も、評価指標が明確に記載されていない学校が
多く、評価に対する意識が十分に高まっていな
い可能性が示唆された。
　今後、すべての学校で一層食育を推進してい
くためには、組織的かつ計画的な食育推進の基
盤となる全体計画が確実に策定できる体制を整
備することが重要である。そのためには、栄養
教諭の配置を促進するとともに、評価の意識を
高め、適切に評価をしていくために、全体計画
の策定段階で評価指標を明確化しておくことが
有効と考える。
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Purpose: This study aimed to examine the status and content of overall plans for food and nutrition education 

(Plan I and Plan II) by comparing schools with a primary assignment diet and nutrition teacher and those with a 

concurrent assignment diet and nutrition teacher. The study sought to identify challenges for promoting effective 

and systematic food and nutrition education in schools.

Methods: Overall plans for food and nutrition education were collected from 52 elementary and junior high 

schools in Gifu Prefecture. The collected plans were classified into primary assignment schools and concurrent 

assignment schools. The presence of Plans I and II, the inclusion of a PDCA (Plan–Do–Check–Act) cycle 

perspective, and the descriptions of current conditions, goals, and evaluation items were analyzed.

Results: The response rate was 96.1%. In all primary assignment schools, both Plan I and Plan II were prepared, 

and the PDCA cycle perspective was clearly described. In contrast, some concurrent assignment schools lacked 

either Plan I or Plan II, and several schools did not include descriptions of current conditions or evaluation. In 

both types of schools, evaluation indicators—particularly concrete activity indicators and quantitative outcome 

indicators—were insufficiently described.

Conclusion: Differences were observed in the development and content of overall plans for food and nutrition 

education depending on the assignment status of diet and nutrition teachers, with greater challenges identified 

in concurrent assignment schools. To promote systematic and effective food and nutrition education across all 

schools, it is necessary to increase the placement of diet and nutrition teachers and to clarify evaluation indicators 

at the planning stage in order to enhance evaluation awareness.

Keywords:  Overall plans for food and nutrition education, Diet and nutrition teachers, Type of assignment, 

Primary assignment schools and concurrent assignment schools
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